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運営する専門学校に２００６年、ベトナム
から５人の留学生を受け入れたのを手始め
に、今では中国人も含め２００人を超える学
生が在籍し、日本語などを学んでいます。日
本の介護を学び、資格を取って現場で働いて
いる外国人もいます。中国の大連、ベトナム
のハノイなど計４校にＩＧＬ留学コースを
設置していただき、留学生の受入れに力を入
れています。 

さらに、外国人の技能実習制度に介護職種
が追加されたことから、中国人の介護人材の
教育に乗り出しています。 

外国人介護人材の法的認可が国会で承認
されたものの、具体的制度はまだ未整備で現
在進行形ですが、介護留学生が学校を卒業す
れば日本で働けること、さらに、国家資格を
得れば高度人材として期限なしに働けるよ

うになりました。今年の４月から新たに特定
技能１号という中で介護を含む１４業種（介
護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機
械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、
造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、
農業、漁業、飲食料品製造業、外食業）が認
定されました。 

これらの３種類の制度の日本語、介護の教
育をＩＧＬとして組合、介護施設、医療、一
般企業などからも委託を受け、就職相談もし
てまいりたいと思いますので、ご興味のある
方は下記までお問い合わせください。 

 

【お問い合わせ先】IGL グループ 

広島市安佐南区上安 6-31-1  

TEL 082-830-3355
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留学生や技能実習生の受入
れに積極的に取り組んでい
ます 
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ハッピーメールは、回覧して皆様でお読みください。 
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2019 年 4 月 17 日、シンガポールのチャ
ンギ国際空港敷地内に大型商業施設「JEWEL
（ジュエル）」がオープンしました。空港の第 1
ターミナルに直結し、地上 5 階、地下 5 階建
てで、約 280 の店舗が出店しています。 

「え、またショッピングセンター？どうせお
馴染みのブランドばかりでしょう」と思ってい
たのですが、出店の 60％はシンガポール初と
なるブランドだとのこと。確かにこれまでシン
ガポールでは見かけなかった米国のスポーツ
シューズチェーンの Foot Locker なども見か
けました。シンガポールに初出店のニューヨー
クのハンバーガーチェーンの Shake Shack
にはいつも長い行列ができています。 
 
＜JR 東日本のショップで各地の産品を紹介＞ 

日本のお店も多数出店しており、ラーメ
ン、寿司などの日本食レストランから、源吉
兆庵の和菓子、無印良品の MUJI 、東急ハン
ズ、ユニクロなどのショップなど多彩です。
その中でシンガポール初となるのが、JR 東日
本が展開する JW360°（ジェイダブリュ
ー・スリーシックスティ）。レストラン、カ
フェ、物販を行っています。カフェでは、抹
茶を中心としたケーキやそば粉ラテなど日本
ならではのメニュー。物販では JR 東日本が
日本国内で展開する地産品セレクトショップ
「のもの」が海外初出店しています。お店を
見たところ、広島の商品ではヤマトフーズ社
の「レモスコ」がありました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【JW360°セレクトショップ「のもの】 

    
＜チェックインカウンターやホテルも併設＞ 

JEWEL(ジュエル)は空港直結という立地も
あり、チェックインカウンターやラウンジも
あります。さらにスーツケースを持っていて
も、JEWEL(ジュエル)の中を気軽に歩き回れ
るように、荷物の預かり所も整備されていま
す。 
 
 

＜施設内に巨大な滝＞ 
お店もたくさんありますが、一番の見どこ

ろは、室内にある滝としては最大級の 40 メ
ートル「HSBC レインヴォルテックス」。そ
の周りを、4 フロアにまたがる「資生堂フォ
レストバレー」が囲んでいます。フォレスト
バレーは世界中から集めた 900 本を超える
木々や椰子、およそ 60,000 本の灌木で作ら
れた人工の公園。全ての植物は本物で、さな
がら室内森林浴。植物に囲まれた階段がある
ので、上から、下から、レインヴォルテック
スを背景に写真を楽しむ人が大勢いました。
さらに、圧巻なのは、レインヴォルテックス
とレインフォレストの中を、空港ターミナル
をつなぐスカイトレインが走っていること。
レインヴォルテックスでは毎日、夜 7 時半以
降、1 時間ごとに光と音楽のショーが楽しめ
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【ターミナル間を結ぶスカイトレインとレインヴォル

テックス】 
 
映画館もあり、その一部はシンガポール初

のキッズフレンドリーホールとなり、子供向
けに照明や音響に優しく、家族で観ることが
できる映画を上映しています。 
  さらに、6 月には子供も大人も楽しめる遊
び場、巨大迷路「ヘッジメイズ」や巨大滑り
台「ディスカバリースライド」、空中に設置
されたネットを歩いて渡る「バウンシング・
ウォーキングネット」がある「キャノピーパ
ーク」がオープンします。 
 航空便誘致の国際競争も激化する中、優位
性を保つために常に進化を遂げているシンガ
ポールの空港。大人も子供も楽しめるエンタ
ーテイメント空間、ジュエルはまさに、「乗
り継ぎの時間つぶし」の場を提供するのでは
なく、「空港を観光名所」に変える、巨大プ
ロジェクトなのです。 
 

海外レポート シンガポール   

空港が観光名所に、大型商業施設「JEWEL(ジュエル)開業 碇 知子  

★☆★☆★ 海 外 レ ポ ー ト ☆★☆★☆ 
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＜はじめに＞ 

 ベトナムに進出される企業においては、ベ
トナム国籍の労働者のみで運営することは稀
であり、現地法人代表者、駐在員事務所所長、
管理職の地位としてベトナム国籍以外の労働
者（以下「外国人労働者」という）を雇用す
ることが一般的です。外国人労働者の雇用に
当たっては、労働許可証の取得の要否という
言葉を耳にすることがあります。また、現地
採用ではなく、日本本社からの出向の場合に
ベトナム労働法が適用されるのかという問題
もあります。 
 そこで今回は、外国人労働者の雇用特有の
事項である労働許可証の制度の概要、及び労
働契約との関係を解説いたします。 

 

＜労働許可証＞ 

 労働法 10/2012/HQ13（以下「労働法」
と い う 。） 第 169 条 3 項 及 び 政 令
11/2016/ND-CP（以下「政令 11」とい
う。）第 9 条によると、外国人労働者がベト
ナムで就労する場合の要件の 1 つとして、ベ
トナムの国家管轄機関である所轄の労働局が
発給した労働許可証を取得していることがあ
ります。 

そして、労働許可証を取得せずに就労して
いる外国人労働者にはベトナム国外への強制
退去、労働許可証を取得していない外国人労
働者を就労させた使用者にはその人数に応じ
て 3,000 万 VND（ベトナムドン）（約  
141,000 円）から 7,500 万 VND（約
352,000 円）の罰金、さらに 1 か月から 3
か月の営業停止処分を課される可能性があり
ます（労働法第 171 条 2 項・3 項、政令
95/2013/ND-CP（以下「政令 95」とい
う。）第 22 条 1 項 a・2 項・3 項）。 

このように違反に対して行政処罰を予定さ
れている労働許可証ですが、すべての外国人
労働者が取得する必要があるのではなく、法
令上一定の例外規定が存在します。 

具体的には、有限責任会社の出資者又は所
有者／株式会社の取締役会の構成員／管理者、
業務監督者、専門家又は技術者として勤務す
るためにベトナムに入国する場合で以下のと
おりです（労働法第 172 条、政令 11 第 7
条）。     

・勤務期間が 30 日未満  
・年間の勤務期間の合計が 90 日以下であ
る労働者 

これらの例外規定に該当する者のように労

働許可証が不要の場合には、原則として、勤
務予定地を所轄する労働局より勤務開始日の
7 日前までに、労働許可証取得免除の承認を
得る手続が必要となります。 

ただし、短期の滞在及び就労が予定されて
いる者はこの労働許可書免除の承認を得る必
要がありません。例えば、前述の管理者、業
務監督者、専門家又は技術者として勤務する
ためにベトナムに入国し、勤務期間が 30 日
未満、かつ年間の勤務期間の合計が 90 日以
下である労働者がこれに該当します（政令
11 第 7 条 2 項 e・8 条 2 項、労働法第 172
条 4 項・5 項）。 

なお、労働許可証取得免除の要件に該当す
る場合であっても、労働許可証取得の権利を
排除するものではないため、あえて労働許可
証取得免除ではなく、労働許可証取得申請を
する事例もあります。 
 

＜労働契約との関係＞   

ベトナム国内において就労する外国人労働
者には、ベトナム労働法が適用され、書面に
よる労働契約書の作成が必要となります（労
働法第 2 条 3 項・第 16 条 1 項）。 

労働契約書に記載すべき内容として、労働
許可証の番号、交付日、交付場所があります。
そのため、労働契約の締結日までに所定の手
続を経て労働許可証を取得しておかなければ
なりません。 
 なお、使用者は、外国人労働者がベトナム
国内において勤務を開始する日の 15 営業日
前までに、労働許可証取得のための必要書類
を所轄の労働局に提出しなければなりません
（政令 11 第 12 条 1 項）。 

当局は、申請書類の受領後 7 営業日以内に
労働許可証を発給することになっています
（政令 11 第 12 条 2 項）。そのため、法令
上は、外国人労働者の勤務開始日までに労働
許可証の発給を受けることができていること
になっています。 
 
＜終わりに＞ 
 ベトナムへの進出と外国人労働者の雇用は
切り離すことができない問題であり、外国人
労働者を雇用する場合において適用される関
係法令には十分留意する必要があります。 
具体的手続を正確に把握し、適当な申請書類
を準備するために申請当局や専門家への事前
の確認や相談をお勧めいたします。 

海外レポート ベトナム ホーチミン   

労働許可証と労働契約の概要と関係 石川 幸 
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<総工費１０００億円の日本をテーマにした

大型複合施設プロジェクト> 

大連は、日本の租借地としての歴史

から大連駅、満州鉄道の本社や大和ホ

テルなど、今でも評価の高い建築物を

造ってきました。親日的な人が多いと

いう背景があるからでしょうか、日本

の 建 築 様 式 は 今 で も 大 連 で 好 ま れ て

いるようです。  

 【大和ホテル】 

 

大連市政 府は ４ 月２ ２ 日、「 京都風
情文旅小鎮プロジェクト」が今年上半
期中に着工する こと を発表しました 。
総工費 １０００ 億円 （ ６０ 億人民元 ）
をかけ、１００万㎡の敷地内に日本を
テ ー マ に し た 大 型 の 複 合 商 業 施 設 を
造る計画です。  

場所は大連市北部に位置する「大連
金石灘度暇区」。市内 中心部から約 ５
０ km、車 で あ れ ば約 ２ 時 間 で 到 着 で
きる国家旅遊景区 5A 級のリゾートエ
リアにあります。計画では京都の二年
坂、三年坂のような純和風の街並みの
中に、ホテルや旅館、居酒屋などの施
設 を ３ ０ ０ か ら ４ ０ ０ 店 舗 配 置 す る
という大規模なプロジェクトです。  

そして、そのプロジェクトの開発は、
同市に拠点を置く地元の有力企業、大
連樹源湯景沢房地産開発有限公司（以
下、大連樹源）が手掛けます。  
 
<企画・設計は日本のデザイン集団> 

本プロジェクトの企画・設計は日亜  
設計集団が担当します。日亜設計集団  
日 本 の 設 計 会 社 を 中 心 に ７ 社 の 企 業

で構成されたプロジェクト集団。通称
「JCAP7」とも呼ばれており、計画・
設計・運営など各社の得意分野を活か
し、「美しい日本のデザインを世界に」
を発信する日本の企業たちです。  
 この「JCAP7」は、２０１７年に大
連 樹 源 と 組 ん で 日 本 風 の 湯 景 澤 温 泉
ホテルや住 宅を 大連 で展開しました 。
それが高く評価され、約２００戸の住
宅が好評のうちに完売。大連市の計画
局 も こ の 樹 源 集 団 の 街 づ く り を 高 く
評価しており、今回、この湯景澤温泉
ホ テ ル に 近 い 金 石 灘 地 区 に ６ ７ 万 ㎡
と い う 広 大 な 敷 地 が 貸 与 さ れ た と い
うわけです。そして、ここに京都風住
宅 と 商 店 を 融 合 さ せ た 街 を 造 る と い
う計画が持ち上がり、昨年１１月２０
日 に 湯 景 澤 ホ テ ル で 調 印 式 が 執 り 行
われました。  

 

<２０２０年オープン予定> 
本 プ ロ ジ ェ ク ト は 大 連 市 政 府 の 発

表にもあるとおり、今年上半期中に着
工し、２０２０年中にメイン通りとな
る商店街部分か ら開 業を開始します 。
その後、４年間かけて第２期、第３期
の プ ロ ジ ェ ク ト を 順 次 行 っ て い く 計
画。大連市ではこれまでも日本をモチ
ー フ と し た 温 泉 ホ テ ル や 健 康 ラ ン ド
と い っ た 施 設 は い く つ も あ り ま し た
が、ここまで大 規模 なものは初めて 。
また、民間事業ではありますが、大連
市政府からも情 報が 配信されるなど 、
あ ら ゆ る 方 面 か ら の 期 待 値 が 高 い こ
とがうかがえます。今後、中国を代表
す る 観 光 名 所 に な っ て く れ る こ と を
期待します。  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
【 遼 寧 省 対 外 貿 易 経 済 合 作 庁 （ 旧 大 連 警 察 署 ）】 

 

海外レポート 中国 大連   

日本をテーマにした大連プロジェクトが始動 趙 万利 
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2019 年 4 月 5 日、1998 年労働者保護

法の改正法がタイ官報に告示され、2019 年
5 月 5 日から施行されることとなりました。  

この度の法改正は、長年、労働者から嘆願
されていたということに加え、多様な解釈に
よって問題が生じていた同法をより明確にす
ることが目的です。 

以下、主な改正点を解説します。  
 
① 使用者変更と従業員同意（13 条）  

改

正

前 

事業譲渡等のために使用者が変更され

る場合、新使用者は、旧使用者と従業員

との間の権利義務関係を承継すること。 

改

正

後 

事業譲渡等のために使用者に変更があ

る場合、上記ルールが引き続き適用され

る他、使用者は従業員から、使用者の変

更について同意を得なければならない

ことが新たに規定された。 
 
② 用事休暇（34 条、57/1 条）（新設） 

明確な定義はありませんが、官公庁・金融 

機関での用事等、休日や時間外に済ますこと

のできない用事のための休暇と解されます。 

改

正

前 

用事休暇は就業規則の定めに従い付与

されると規定されており、日数や有給・

無給等の運用は使用者の裁量に委ねら

れていた。 

改

正

後 

使用者は、年 3 日以上の用事休暇を与

え、そのうち年 3 日までを有給とする旨

が明文化された。 
 
③ 出産休暇（41 条、59 条）  

改

正

前 

女性従業員が妊娠した場合、産前・産後

合わせて一回の妊娠あたり 90日の出産

休暇を取得することができる。 

改

正

後 

出産休暇の期間が 98 日となった。 

また、妊娠検査のための休暇が出産休暇

に含まれることが規定された。 

※出産休暇の期間は、従前通り休日を含

めてカウントされる。 

※出産休暇中は 45日まで有給である点

も従前と同様。 

 

④ 解雇補償金（118 条第１項第 5 号、第 6

号）（新設） 

改

正

前 

使用者が従業員を解雇する場合、使用者

は原則として当該従業員の勤続期間に

応じて法定の割合で解雇補償金を支払

わなければならないとされている。 

解雇補償金の上限は「勤続 10 年以上の

従業員に対して直近賃金 300 日分相当

額以上」とする。 

改

正

後 

「勤続 20年以上の従業員に対して直近

賃金 400 日分相当額以上」についての

解雇補償金も義務付けられた。 
 
⑤ 事業所移転（120 条）  

改

正

前 

使用者が事業所を移転し、この移転が従

業員または従業員の家族の生活に重大

な影響を及ぼす場合、①使用者は移転の

30 日以上前までに従業員に通知し、②

従業員が移転先での勤務を希望しない

場合には自ら雇用契約を解消して勤続

期間に応じた特別補償金を受領するこ

とができる。 

改

正

後 

基本的には従前のルールを残しつつ、①

新しい事業所への移転の場合だけでな

く既存の事業所への移転の場合にも本

規定が適用されること、②当該移転が

「従業員または従業員の家族の生活に

重大な影響を及ぼす」か否かを従業員が

判断することが新たに規定された。 
 
⑥ 遅延損害金の率の改定（9 条）  

改

正

前 

賃金、残業代等の支払いが遅れた場合の

遅延損害金の率は年 15％と規定。 

改

正

後 

解雇予告手当の支払遅延等についても、

遅延損害金が年 15％と規定された。 

 
⑦ 解雇予告手当の支払日（17/1 条）（新設） 

改

正

前 

使用者は、１給与期間前までに解雇予告
をしなかった場合でも、解雇日までの賃
金相当額を解雇予告手当として支払う
ことで、従業員の即時解雇が可能とされ
ていた。 

改

正

後 

使用者は、この解雇予告手当を解雇日に
支払わなければならない旨が明文化さ
れた。 

 
社内規定の改定の要否等、今回の労働者保

護法の改正に伴い、就業規則・雇用契約書・
社内規則等、各種規定の内容と労働者保護法
の規定との間に齟齬が生じる企業も多いかと
思います。  

齟齬がある場合、労働者保護法の規定が優
先して適用されます。現在お使いの就業規則・
雇用契約書・社内規則等が無効になるのでは
なく、改正後の労働者保護法と抵触する部分
に限って労働者保護法の規定が適用されるこ
ととなりますので、社内での運用にご注意く
ださい。 

海外レポート タイ バンコク   

1998 年労働者保護法の改正 辻本 浩一郎 
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＜インドＭ＆Ａ市場の動向＞ 

最近、Ｍ＆Ａをインド進出の選択肢として
積極的に検討する日系企業が増えているよう
に感じます。１０年以上前に大型Ｍ＆Ａ案件
として注目を浴びた第一三共によるランバク
シー社の買収やＮＴＴドコモによるタタテレ
サービシーズ社への出資などで盛り上がりま
したが、両社ともにインド企業側との係争に
発展してしまい、事実上の撤退にまで至りま
した。これを機に「やはりインドは難しい」
と、インド進出への意思決定を懸念する日系
企業も少なくなかったのではないかと思いま
す。 
 しかしながら、２０１４年にモディ政権が
誕生後、保険セクターを中心とした外資規制
緩和やデジタル・インディア政策にもとづく
各種手続きの電子化、高額紙幣廃止によるデ
ジタル経済の促進、ＧＳＴ新税制導入、外貨
借入（ＥＣＢ）規制の緩和を含め、投資環境
の改善が着々と進んできた中で、「やはり無視
できないインド」に再び注目が集まっている
ように思います。 

 

＜Ｍ＆Ａとインド進出を成功に導くポイント＞ 

日系企業からのＭ＆Ａを望むインド企業の
背景としては、日本ブランドの獲得や低利の
資金調達、先端技術の導入、日系クライアン
トへの販路拡大など様々です。Ｍ＆Ａが成立
するまでのプロセスとしては、パートナー選
びや基本合意、対象企業のデューデリジェン
ス、最終契約という流れになりますが、多大
な労力と費用をかけてようやくＭ＆Ａが成立
したにもかかわらず、Ｍ＆Ａ成立後の経営統
合（ＰＭＩ：Post Merger Integration）が
うまくいっていない日系企業が多いように思
います。私の経験上、インド事業においては
以下３点が重要なポイントであり、これはＭ
＆Ａに限らずインドに進出する日系企業すべ
てに共通して言えるものだと感じます。 

１ 役割分担と権限委譲 

  Ｍ＆Ａ成立後の日系企業とインド企業の 
役割が明確か、また、当地インドに駐在す 
る日本人の役割に無理がないか、そして、 
現場の経営者に日々の実務をスピーディー 
に意思決定できる十分な権限移譲がなされ 
ているか。もし、日本人駐在員の英語力や 
経験、知識から、期待されている役割が過 
剰である場合には、十分な予算をつけて一 

部の経営管理業務を外部委託する必要があ 
ります。Ｍ＆Ａや合弁におけるインド企業
パートナーが外部委託によるコスト負担に
懸念を示すケースが散見されますが、不用
意なコスト削減が経営をブラックボックス
化しないよう注意が必要です。 
 

２ 現地法人経営者のスキル 

インド現地法人を経営する者はビジネス
の取引先と交渉し、従業員と対話し、社内
外のステークホルダーや専門家などと協調
しながら、スピード感をもって経営判断を
行っていくことが求められます。つまり、
幅広い分野・領域のインド人と対等に会話
ができる経営者としてのバランス感覚と人
間力、実務で使える圧倒的な英語力が必要
になります。イギリスの植民地という歴史
を持つインドであり、アメリカ志向の強い
インド人にとって、英語ができない人を“下”
に見る傾向は強く、これは、タイやベトナ
ムのように日本語が話せる現地人と連携し
てうまく事業を回していくやり方では通用
しないインド独特の厳しさがあります。 

 

３ 帰属意識と安心感 

  最後に、私がもっとも重要だと考えてい 
るポイントがこれです。あくまで南インド・ 
チェンナイにおける私自身の会社経営の経 
験がベースになっていますが、現地法人の 
インド人従業員がどれだけ会社に「帰属意 
識」と「安心感」を持っているかが何より 
重要だと考えています。特に、Ｍ＆Ａ成立 
直後はこの２つの要素が欠落してしまって 
いる可能性があり、日系企業としてはＰＭ 
Ｉの期間は特に細心の注意を払う必要があ 
ります。つまり、現地法人の経営者自らが、 
現場ひとりひとりの従業員（や場合によっ 
てはその家族）との丁寧なコミュニケーシ 
ョンを大切にし、顧客への価値創出のため 
の明確なアドバイスと感謝の気持ちを毎日 
伝え続けること、ミスを積極的に許すこと、 
経営者の弱さも見せること、定期的に食事 
を共にすること、こういった日々の小さな 
言葉や行動の積み重ねが「帰属意識」と「安 
心感」を社内に醸成します。これが欠落す 
ると、従業員の不正リスクや離職率の悪化、 
さらには、事業の生産性にまで大きく影響 
します。

海外レポート インド チェンナイ   

再燃するインドM&A市場とインド進出を成功に導くポイント 田中 啓介    
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中国ビジネスＱ＆Ａ 

先日、「日本料理アカデミー・中国」が立ち上げられたとの情報を耳にしましたが、日本料
理アカデミーとは一体どの様な活動をされているのでしょうか？ 

また、なぜ中国に立ち上げられたのでしょうか？ 
Q

．   

A 

 

 

 

 

. 

【日本料理アカデミー・中国の開設について】 
回答者:ひろしま産業振興機構 上海事務所 

 

 

■ 中国の日本食事情 
2013 年にユネスコ無形文化遺産に登録された“和食”は、世界各地から健康的で理想

的な食生活スタイルとして注目され続けています。 
日本の農林水産省のデータによると、2017 年時点で、アジアの日本料理店の店舗数は

約７万店舗に達しました。2015 年度と比較すると、2.4 万件も増加しています。 
アジアの日本料理店の数は全世界の６割を占めており、その中でも特に中国は日本料理

店の増加スピードが速いと言われています。実際、ここ上海には日本料理店が 3,320 店舗
も存在しています。 

近年、中国では、国の経済発展により国民の生活レベルが上昇しています。それに伴い、
安心・安全・健康なイメージを持つ“日本食”が中国人の間で流行り、日本食の人気上昇へ
と繋がりました。 

それに伴い、消費者の要求も段々と上昇しており、日本料理店も消費者の要求に合わせ
ていかなければいけません。 

 
■ 日本料理アカデミー・中国創設の理由 
日本料理店に限らず、飲食店では食材とともに、シェフの技術がとても重要です。 
中国人シェフにとって、日本料理というのは異国の料理であり、中華料理とは作り方も

異なります。 
さらに、中国国内では、日本料理に関連する専門の研修施設などの環境が整っていない

ため、多くの中国人シェフは、現地でしっかりとした日本料理について学べていません。
このことから、日本料理の文化と理念についても理解できていないシェフが多いと言われ
ています。 

こうした状況の解決と、日本料理文化の普及と伝承に力を注ぐために、この度、「日本料
理アカデミー 中国支部」が創設されました。 

 
■ 日本料理アカデミーの主な活動 
日本料理アカデミーでは日本料理と日本料理文化に携わる者としての使命と責任を持

ち、品質の高い日本食を展開すべく、主に以下３つの各種活動を積極的に行っています。 
① 日本料理シェフ向け： 

専用ホームページを作り、専門研修会、海外日本料理機能認定取得のための勉強会を開
催。日本視察や日本料理学院主催の検討会に参加する機会を設けるなどして、国籍を問わ
ず日本食シェフのレベルアップのために各種イベントや研究会を開催する。 
② 消費者向け： 

日本料理体験活動を幅広く開催する。中国にある日本人学校、中国の現地校、企業など
で日本食の文化を発信したり、日本食の作り方などの食育を展開する。 
③ 日本料理関連のサプライヤー向け： 

サプライヤーに対して日本料理食材を紹介、生産者とシェフの紹介、試食会の開催、新
メニューの開発、視察旅行など多様な活動を実施する。 

 
■ 上海で感じる日本食事情 
上海には日本料理店が 3,320 店舗存在しています。 
この中には高級店から庶民向けの店舗まで幅広く存在しています。私はよく上海の日本

料理店に行きますが、やはり日本で食べる味を完全に再現できている店舗は少ないと感じ
ています。また、料理の味以外にも、盛り付け用の“食器”や店内の“雰囲気”など、日本
食をいただく“環境”もとても大事であると感じています。 

今回取り上げた日本料理アカデミーの活動により、私を含め海外に住んでいる人たちが、
今後、現地で更に美味しい日本食が食べられることを期待しています。 

中国では依然として日本食人気が根強いことから、県内企業の食品関連企業様も中国の
日本食市場へ進出を検討されてみては如何でしょうか。日本が誇るユネスコ無形文化遺産
の“和食”を共に世界へ向けて普及させていきましょう。 

 
■ 本質問について詳しく知りたい方、具体的なご相談があれば、ひろしま産業振興機構 

国際ビジネス支援センター、もしくは広島上海事務所までお問い合わせください。 
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グローバルな視点を持っていますか？まずはお手軽チャレンジから！ 
～中国西部国際博覧会輸出入商品展への参加企業募集のご案内～ 

 

広島県では、県内企業の中国内陸部への事業展開をサポートするため、中国四川省で開催される国際

見本市「中国西部国際博覧会輸出入商品展」へ出展します。 

中国の主要都市の中で、とりわけ四川省は、国全体の平均を概ね超える成長率を維持しています。近

年は、現地消費者の所得水準の上昇とともに、安全安心なイメージのある日本産の食品や日用品へのニ

ーズが高まっており、今後多くのビジネスチャンスが見込まれるマーケットです。 

この国際見本市では、一般消費者と現地バイヤーの両方が来場するため、一般消費者へのＰＲ、マー

ケティングとバイヤーとの商談の両方が可能であり、広島の特産品やサービスの魅力をＰＲするチャン

スです！ 

現地に出向かず商品提供のみも可能ですので、海外の進出経験のない事業者の皆様にとっても、「は

じめての一歩」の場としてご活用いただけますので、是非お申し込みください。 

 

◆ 西部輸出入展概要 

開 催 期 間：令和元年９月２０日（金）～９月２３日（月・祝） 

会 場：四川省成都市西博城会展中心（四川省成都市天府新区） 

 

◆ 出展について 

（１）出展形式：広島県ブースを設置する（２７㎡） 

（２）出展費用：無料（渡航費、宿泊費やその他個別に発生する費用は負担していただきます。） 

※出展者による展示を基本としますが、商品提供のみも可能です。 

 

◆ 次のようなことを考えている方へ 

（１）食品、工芸品、衣料品等の販路拡大 

（２）福祉、外食、教育、理美容、旅行、国際物流等の事業展開 

（３）環境、医療、電気電子、一般機械等の中国企業との技術・業務提携 

 

【申し込み方法】 

広島県ホームページをご確認ください。

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/seibuhaku.html   

 

 

【お問い合わせ先】 

広島県商工労働局海外ビジネス課 販路拡大支援グループ 龔（きょう） 

電話：082-513-3385  FAX：082-223-2137 メール：syokaigai@pref.hiroshima.lg.jp 

 

 

 

   

 


